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地域おこし協力隊
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はじめに
　この「地域おこし協力隊のワークブック」は、自治体、隊員、そして隊員を受け入れる
団体・企業が相互理解を深め、認識のずれを解消することを目的に作成しました。

　近年、地域おこし協力隊の受け入れ方法や体制は多様化しています。制度は柔軟であり、
様々な状況に対応できる一方、運用において誤解や拡大解釈が生じる可能性もあります。

本書を通じて、各者がそれぞれの役割や目標を理解し、連携して地域づくりに取り組む

ための橋渡しとなることを目指しています。

　隊員着任時に自治体担当者や受入団体・企業とのオリエンテーションを実施し、
本書を活用して相互理解を深めていただければ幸いです。

本書は、隊員受入れオリエンテーションで使用することを想定しています。

自治体担当者は、必要事項を記入したうえで、隊員にお渡しください。

記入が必要な箇所については、QRコードを読み込んでデータをダウンロードできるようにしています。

データ入力後にプリントアウトして、製本し隊員に配布いただければと思います。
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活動計画の活用事例（OGの事例紹介）

3年後の自分の姿を想像してみよう

予算の仕組みと予算執行のスケジュール

阿南市の地域おこし協力隊任用方法の取り組み

基本的事項・条件の確認

④会計年度任用職員として団体・企業に配置される
③企業や団体に雇用される
②自治体から個人に委託される
①会計年度任用職員として雇用される
地域おこし協力隊の任用形態

徳島県の地域おこし協力隊の現状

本書の使い方

01はじめに・目次

本書の使い方

各ページには、作業項目ごとに対応が必要な担当者を示すアイコンが記載されています。

担当者は、自分のアイコンが表示されている項目について、記入や確認を行ってください。

アイコンについて
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TOKUSHIM
A Tips

活動内容

地域産業振興 観光・交流促進 地域コミュニティの
活性化

文化・
スポーツ振興

社会サービス 環境・自然保護情報発信その他・
フリーミッション型

研究

TOKUSHIM
A Tips

　県内の地域おこし協力隊の状況を把握してみましょう。同じような任務を担っている隊員が他の市町村にいる場合、自
治体担当者を通じて連絡を取ることで、情報交換の機会を得られるかもしれません。
　お互いの活動状況や課題を共有することで、新たな気づきやヒントが得られる可能性があります。 

協力隊着任地と人数

徳島県の地域おこし協力隊の現状
※令和6年度「地域おこし協力隊」特別交付税報告ベース

徳島県には自然の山では日本一低い山「弁天山」があるよ！

※徳島県5人

任用形態 副業の有無

男女比 年齢構成

1971年から日本の野生下で絶滅していたコウノトリが、保護施設のある兵庫県豊岡
市付近以外で初めて野外繁殖に成功したのは徳島県(鳴門市)だよ ＊2017年に成功。
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TOKUSHIM
A Tips

TOKUSHIM
A Tips

　任用形態によって、立場や働き方が変わってきます。任用形態ごとに確認するべき内容や注意点が異なるチェックリストを
用意しているので活用しましょう。

自治体が隊員を直接雇用し、会計年度単位で任用する形態です。

隊員は自治体の職員として位置付けられ、業務に従事します。

会計年度任用職員として雇用される

隊員が自治体から個人として業務を委託され、特定の地域協力活動を担う形態です。

この場合、自治体との雇用契約はなく、業務委託契約に基づいて活動を行います。

自治体から個人に委託される

自治体から地域おこし協力隊として委嘱（任命）され、企業や団体に雇用される

会計年度任用職員として雇用され、団体や企業に配置される

地域おこし協力隊の 任用形態

那賀町にある太龍寺ロープウェイは、西日本で最長（全長2,775メートル）！
山・川越えを行う珍しいロープウェイだよ

徳島県は電車が走ってないから「終電」のことを、「最終」と言う人もいるよ

隊員は、民間企業や団体に雇用されながら、自治体から「地域おこし協力隊」として委嘱（任命）を受けて活動を行う形態です。

企業や団体が隊員をサポートしつつ、地域貢献を目指します。

隊員が自治体の会計年度任用職員として雇用され、団体や企業に配置されて活動を行う形態です。

自治体が雇用主ですが、実際の活動は団体や企業で行われます。

①QRコードからチェックリストをダウンロードして、自治体担当者記入欄を記入して受入団体・企業もしくは隊員に渡しましょう。
②関係者全員で受入れオリエンテーションを実施し、チェックリストの内容を確認しましょう。

関係者全員で受入れオリエンテーションを実施し、チェックリストの内容を確認しましょう。

契約や取り決め内容によっては、
この図と異なる場合があります。
必ず自治体へ確認しよう。

契約や取り決め内容によっては、
この図と異なる場合があります。
必ず自治体へ確認しよう。
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TOKUSHIM
A Tips

　隊員に共通する基本事項は、着任後できるだけ早い段階で確認し、認識のズレが生じないようにしましょう。この初期
確認が、スムーズな活動のスタートと円滑なコミュニケーションにつながります。

基本的事項・条件の確認

各項目を確認したらチェックマークをつけよう。
分からないことは自治体担当者や受入団体・企業の担当者に質問しましょう。

西日本で二番目に高い山「剣山」にはソロモンの秘宝が眠っているという
噂があるよ
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・プレゼン
・事業計画書提出

TOKUSHIM
A Tips

阿南市地域おこし協力隊受入団体登録
①隊員が退任後において市内に定住するまでのスキーム
が明確に示されていること。
②阿南市総合計画の基本政策に掲げるKPIの達成に向け
た活動を計画し、　既に実施していること。

③隊員の活動管理体制及び活動
をサポートする体制を構築して
いること。
④阿南市との連携協力体制が
整っていること。
⑤その他市長が必要と認める活
動に取り組むこと。

検討委員会は市役所職員に加え、地域おこし協力隊に
関する専門的知識を持つ有識者や県の関係者で構成され
ています。

【登録要件】
・1年以上活動、10名以上
・年2回程度の研修会の参加

阿南市移住支援団体登録
移住・定住促進、関係人口創出、
空き家の利活用等の活動をする団体

　阿南市では、地域おこし協力隊を「会計年度任用職員」として採用し、

地域の団体と一緒に活動しています。最初の頃は受入団体の基準が

なかったため、幅広く受け入れていましたが、次第に「この協力隊の取り

組みを本当に理解している団体はどこか？」と考えるようになりました。

令和4年度からは登録制度、令和5年度には選定基準を設ける委員会を

立ち上げ、より慎重に団体を選ぶようにしています。この仕組みによって、

適切な団体への派遣が進み、隊員と団体との効果的なマッチングを目指

しています。

　阿南市では、隊員がその力を発揮できるよう、受入れる団体をしっかり

と見極めるため、「地域おこし協力隊受入団体登録及び配置検討委員

会」を設置しました。始まったばかりの取り組みで、まだ手探りの部分も

ありますが、選定基準を設け、団体の活動内容やサポート体制をじっくり

と見ながら、「ここなら隊員が安心して活躍できそうだ」と感じられる

団体を選ぶようにしています。

　委員会には、市の職員だけでなく、県の職員や協力隊の経験者など、

さまざまな視点を持つメンバーが参加しており、多角的に団体を評価

しています。

　また、受け入れを希望する団体には、協力隊制度についてより深く

知ってもらえるよう、説明会を開いています。登録した受入団体には、

年2回程度の研修会に参加してもらっており、こうした場は、団体同士が

顔を合わせ、つながりを築くきっかけにもなっています。受入団体と市が

連携を深め、官民協働で隊員の活動を支援する体制を構築し、退任後の

定住につなげていきたいと考えています。

　阿南市では、協力隊の定住率が約35％で、これをさらに高めたいと

考えています。定住に結びつかない理由の一つに、受入団体が協力隊の

制度や役割を十分に理解していないことや、隊員とのミスマッチがある

ことがわかってきました。そこで、団体の理解を深めるために勉強会を

開催したり、団体の適性を確認する選考会を設けるなど、改善に向けた

取り組みを行っています。

　阿南市は、隊員が「ここで生きていこう」と感じられるような地域づく

りを目指し、温かいサポートで一人ひとりを応援していきます。

　近年、徳島県内では隊員を地域の団体や企業に配置
もしくは団体や企業が直接雇用するケースが増えています。
しかし、団体や企業の理解不足からミスマッチが発生す
ることも。
　阿南市はこうした問題を防ぐため、隊員の任用に試行錯
誤を重ねており、その独自基準や取り組みは他自治体にも
参考になると考え、地域おこし協力隊受入れ担当課である
阿南市ふるさと未来課から伺ったお話を事例として紹介
します。

阿南市 任用方法の取り組み事例

協力隊と
地域団体の最適な
マッチングを目指して

吉野川の河口から約30kmの地点に日本最大の川の中の無人島「善入寺島」
があるよ
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　地方自治体では、地域おこし協力隊の翌年度の活動に必要な費用も含

め、一年間の収入と支出の見積もりである「当初予算」を前年度に編成

します。

　予算には、隊員の活動内容や人数に応じて、報償費、活動経費、住

居費、研修費などの詳細を盛り込み、自治体議会での審議・承認（通常

は前年度3月）を経て正式に予算が確定します。

　なお、地域おこし協力隊制度を推進するため、その活動に要する経費

については、国（総務省）が地方自治体に対し、特別交付税による財政

措置を講じることとされています。

　地域おこし協力隊に着任した隊員の多くは、自治体の予算の仕組みに触れる機会が無かった方がほとんどで、その仕組み
や時期について詳しく理解していないことが多いです。しかし、活動と予算は切り離せない重要な関係にあります。協力隊の
活動期間は最大で3年間と限られており、その限られた時間を有効に活用し、予算を最大限に活動へ生かすためには、自治
体担当者が予算の基本的な仕組みやスケジュールを隊員にしっかりと伝えることが必要です。
　隊員と自治体担当者が情報を共有しながらスケジュールを計画・調整することで、協力隊の事業をスムーズに進める
体制を整えましょう。

予算の仕組み

　前年度に策定された予算は、予め策定した執行計画に基づき、翌年度
4月から執行が開始され、隊員の報償費や活動経費も、この予算から支出

されることになります。

　なお、地方自治体の予算は単年度主義を原則（会計年度独立の原
則）としており、毎年４月１日から翌年3月31日までの会計年度内に事業

を完了させる必要があります。

予算の執行スケジュール

予算の仕組と予算執行のスケジュール

所属自治体の年間スケジュール、規定フォーマットの有無、隊員へのお願いを書き込んで、受入団体・企業もしくは隊員に渡しましょう。

自治体担当者からワークブックを受け取ったら、規定フォーマットの有無、隊員へのお願いを書き込んで、隊員に渡しましょう。

所属自治体の年間スケジュール等を確認して、来年度に向けて事業計画スケジュールを立ててみよう

当初予算に変更が生じた場合、補正予算として再編成するこ
とが可能な場合もあるよ。
ただし、補正予算は主に緊急的な調整を目的としていて、その
実施には議会の承認が必要になるから要相談だよ！

※令和7年度から施行予定  ※各自治体による
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※令和7年度から施行予定  ※各自治体による



1年目の目標

挑戦すること

自治体担当者と受入団体・企業からのフィードバック

2年目の目標

挑戦すること

自治体担当者と受入団体・企業からのフィードバック

美馬市協力隊隊員経験者
井上佳奈さん

3年後の自分の姿を想像してみよう

3年後になりたい自分の姿、1年目の目標と挑戦することを記入して、自治体担当者や受入れ団体・企業からフィードバックをもら
おう。各年続けていきましょう。

　私は、徳島県の藍文化に興味があり美馬市の地域おこし協力隊に応

募しました。徳島県の藍文化とは畑での藍葉の栽培と、その染料化です。

着任後、期待されていたのは藍‘染’を使った地域の活性化でした。活動

計画について、初年度は役場が用意したフォーマットに沿って、毎月1～2行

の行動予定を埋める形式で、これで自身の

目指す活動を進めるのは難しいと判断しま

した。藍染に欠かせない「蒅(すくも）」とい
う原料の予算も確保されていないうえ、蒅
の必要性についての理解が無かったので

す。この状況を経験し、自分の目的を実現

するにはまず必要な予算を得るための具

体的な計画が必要だと考えました。

SNS運用の取り組み
　3年目以降は、個人で発信していたSNSを美馬市地域おこし協力隊全

体で発信することにしました。そこで新たに、発信内容を自治体の担当課

が確認するように『SNS運用規則』を足していただきました。共有をルー

ル化する事で、日々の活動内容を自然と共有する仕組みができ、市役所

の中でも地域おこし協力隊の活動に対する理解がされていきました。

　活動計画には、任期終了後も見据えた項目を含みました。任期終了後

もこの地域で藍の活動を続けていくためには、地域全体でその価値を

共有し、理解を深めてもらうことが必要です。藍葉の栽培が地域にとって

大切な資産であることを、多くの方々に知っていただきたいという思いが

ありました。そこで、地域の方々が藍畑に触れる機会を提供したり、

活動拠点である「青木家住宅」に関わる人を増やす工夫をし、藍畑のある

光景が地域の暮らしに身近なものになるように努めました。

活動計画の意義
　具体的な計画を立てたからこそ自分の中でも

明確になり、多くの方々から協力を得ることが

できたのだと思います。自治体のルールや物事

の進め方を学べるタイミングでもありますので、

まずは、自身の出来る事やりたい事、自治体の

求める活動をお互いに話してみてください。

　2年目に向けて、任期終了後までの目標を実現するために年間スケ

ジュールと予算を盛り込んだ独自の計画を立てました。この計画は、単に自

分の目標を達成するためだけでなく、周りの人たちの理解と協力を得るた

めにも必要なものでした。そこで、より詳細な計画を役場の担当者と共有し、

必要な活動費や活動の目的について丁寧に説明しながら、協力体制を

整えていきました。

　美馬市協力隊隊員経験者井上佳奈さんにとって、活動
計画を立てるということは、単に目標を設定するだけで
なく、周囲の理解と協力を得て目標を実現するための道具
であり、その道具を通じて関係者の不安を払拭し、協力的な
関係を築くための手段でもありました。
　この姿勢は、隊員が活動を進める際の重要なヒントになる
ことと思い、井上さんから伺ったお話を紹介します。
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